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局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
、
吏
員
を
も
つ
て
あ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
吏
員
又

は
吏
員
以
外
の
職
員
を
も
つ
て
あ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
所
長
」
を
「
あ
ら

か
じ
め
所
長
」
に
、「
職
員
を
」
を
「
職
員
を
、
第
五
項
に
定
め
る
現
金
取
扱
員
は
職
員
の
う
ち
か
ら
」

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
中
「
事
務
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
会
議
」
を
「
合
議
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
預
り
金
」
を
「
預
り
証
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
吏
員
以
外
の
職
員
の
職
名
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
山
梨
県
訓
令
甲
第
二

号
）
第
一
条
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
名
を
有
す
る
職
員
」
に
改
め
、「
第
七
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
」
の
下
に
「
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
企
業
職
員
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「（
管
理
職
手
当
の
支
給
職
及
び
区
分
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
監
督

の
職
に
あ
る
」
を
「
監
督
の
職
を
占
め
る
」
に
、「
職
の
範
囲
は
」
を
「
職
は
、」
に
改
め
、「
と
し
、

そ
の
職
に
あ
る
企
業
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
給
料
月
額
に
同
表
に
掲
げ
る
支
給
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

別
表
第
三
に
掲
げ
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
は
、
同
表
の
職
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

支
給
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
管
理
職
手
当
の
支
給
額
）

第
五
条
の
二
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
企
業
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、

当
該
企
業
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応

じ
、
別
表
第
三
の
二
の
管
理
職
手
当
額
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。「

三
　
種

「

「

（
管
理
者
が

別
表
第
三
中
　
　
区
　
　
分
　
　
を
　
　
支
給
区
分
　
　
に
、

次
　
長
　
認
め
る
者
に

を

」

」

あ
つ
て
は
二

種
）

」

「

三
　
種

（
管
理
者
が

次
　
長
　
認
め
る
者
に

あ
つ
て
は
二
　
　
に
改
め
、
同
表
備
考
を
削
る
。

種
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

三
月
三
十
日

号
外
第
三
十
号

金　曜　日



参
　
事
　
四
　
種

」

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い

う
。）
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
す
る
職
を
占
め
る
企
業
職
員
の
う
ち
、
新
規
程
第
五
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
企
業
職
員
に
は
、
当

該
管
理
職
手
当
の
額
の
ほ
か
、
当
該
管
理
職
手
当
の
額
と
経
過
措
置
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る

額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
管
理
職
手
当
と
し
て
支

給
す
る
。

一
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　
百
分
の
百

二
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　
百
分
の
七
十
五

三
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　
百
分
の
五
十

四
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
　
百
分
の
二
十
五

３

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
企
業
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ

り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
企
業
職
員
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
相
当
区
分
等
職
員
（
同
日
に
お

い
て
占
め
て
い
た
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
第
五
条

に
規
定
す
る
別
表
第
三
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
（
以
下
「
旧
区
分
」
と
い
う
。）
又
は
旧
区
分

よ
り
高
い
区
分
に
相
当
す
る
新
規
程
別
表
第
三
の
支
給
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表

に
掲
げ
る
職
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）

同
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
管
理
職
手

当
の
額

二

施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
企
業
職
員
以
外
の

も
の
の
う
ち
、
下
位
区
分
等
相
当
職
員
（
旧
区
分
よ
り
低
い
区
分
に
相
当
す
る
新
規
程
別
表
第
三

の
支
給
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
企
業
職
員
を
い
う
。
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。）

同
日
に
当
該
旧
区
分
よ
り
低
い
区
分
に
相
当
す
る
新
規
程
別
表
第
三

の
支
給
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理

職
手
当
の
額

三

施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
相

当
区
分
等
職
員
　
同
日
に
そ
の
者
が
当
該
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者

が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
の
額

四

施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
下

位
区
分
等
相
当
職
員
　
同
日
に
そ
の
者
が
当
該
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格
し
、
か
つ
、
旧
区
分
よ

り
低
い
区
分
に
相
当
す
る
新
規
程
別
表
第
三
の
支
給
区
分
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
適
用
し
た
と
し
た

な
ら
ば
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
管
理
職
手
当
の
額

五

前
各
号
に
掲
げ
る
企
業
職
員
の
ほ
か
、
施
行
日
以
降
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
地
方

公
務
員
、
国
家
公
務
員
そ
の
他
管
理
者
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交

流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
企
業
職
員
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
局
内
の
他
の
企
業
職
員
と
の

均
衡
を
考
慮
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
企
業
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
企
業
職
員
　
管
理

者
が
定
め
る
額

（
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
）

４

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
の
二
及
び
別
表
第
三
の
二
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
表
」
に

改
め
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二

別
表
第
三
の
二
（
第
五
条
の
二
関
係
）

職
務
の
級

９
　
級

８
　
級

７
　
級

６
　
級

支
給
区
分

一
　
　
種

一
　
　
種

二
　
　
種

三
　
　
種

四
　
　
種

五
　
　
種

五
　
　
種

六
　
　
種

七
　
　
種

管
理
職
手
当
額

１
３
０
，
３
０
０
円

１
１
７
，
５
０
０
円

１
０
８
，
１
０
０
円

９
４
，
０
０
０
円

７
９
，
７
０
０
円

７
０
，
８
０
０
円

６
６
，
５
０
０
円

５
８
，
２
０
０
円

４
９
，
９
０
０
円



平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
技
監

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
専
門
的
技
術
に
係

る
重
要
事
項
を
整
理
す
る
。

二
　
参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
又
は
特
定
事
項
を
整
理

す
る
。

三
　
企
画
調
整
主
幹
　
上
司
の
命
を
受
け
、
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整

を
し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

四
　
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
局
内
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整
を

し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

五
　
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
務
を
処
理
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
吏
員
を
も
つ
て
あ
て
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
、
吏
員
以
外
の

職
員
を
も
つ
て
あ
て
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
次
長
」
を
「
局
長
及
び
次
長
」
に
、「
技
監
」
を
「
技
監
、
参
事
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
技
監
」
を
「
技
監
、
参
事
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
局
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
局
局
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
局
議
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
技
監
」
の
下
に
「
、
参
事
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

山
梨
県
企
業
局
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

堀
　
　
内
　
　
順
　
　
一

山
梨
県
企
業
局
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
勝
　
　
　
　
　
良
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
　
尾
　
　
堅
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
林
　
　
永
　
　
子

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
勝
　
　
　
　
　
良
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
　
尾
　
　
堅
　
　
一

同
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
林
　
　
永
　
　
子

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
五
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四


